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第
五
条

証
券
会
社
が
そ
の
預
託
を
受
け
る
べ
き
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
が
法

第
五
条

証
券
会
社
が
そ
の
預
託
を
受
け
る
べ
き
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
が
法

第
百
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
を
も
つ
て
代
用
さ
れ
る

第
百
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
を
も
つ
て
代
用
さ
れ
る

場
合
に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
（
以
下
「
代
用
価
格
」
と
い
う
。
）
は
、
預
託

場
合
に
お
け
る
そ
の
代
用
価
格
（
以
下
「
代
用
価
格
」
と
い
う
。
）
は
、
預
託

す
る
日
の
前
日
の
時
価
（
取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
証
券
取
引
所
が

す
る
日
の
前
日
の
時
価
（
取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
証
券
取
引
所
が

法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め

法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定

る
時
価
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定

め
る
時
価
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規

に
よ
り
登
録
す
る
証
券
業
協
会
（
以
下
「
証
券
業
協
会
」
と
い
う
。
）
が
法
第

定
に
よ
り
登
録
す
る
証
券
業
協
会
（
以
下
「
証
券
業
協
会
」
と
い
う
。
）
が
法

七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
時
価
を
い
う

第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
時
価
を
い

。
以
下
同
じ
。
）
に
株
券
に
つ
い
て
は
百
分
の
七
十
、
そ
の
他
の
有
価
証
券
に

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
株
券
（
端
株
券
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
百
分
の
七
十

つ
い
て
は
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
率
（
取
引
所
有
価
証
券
市
場
に

、
そ
の
他
の
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
率
（

お
い
て
は
証
券
取
引
所
が
法
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁

取
引
所
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
証
券
取
引
所
が
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一

長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
率
、
店
頭
売
買
有
価
証
券
市
場
に
お
い
て
は
証
券

項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め
る
率
、
店
頭
売
買
有
価

業
協
会
が
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
の
認
可
を
得
て
定
め

証
券
市
場
に
お
い
て
は
証
券
業
協
会
が
法
第
七
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融

る
率
）
を
乗
じ
た
額
を
超
え
な
い
額
と
す
る
。

庁
長
官
の
認
可
を
得
て
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め
る
率
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乗
じ
た
額
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超
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な
い
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と
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